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おいらせ町議会 令和７年第１回定例会記録 

おいらせ町議会   令和７年第１回定例会記録 

招 集 年 月 日 令和７年３月６日（木） 

招 集 の 場 所 おいらせ町役場本庁舎議場 

開 会 令和７年３月６日 午前１０時００分 議長宣告 

散 会 令和７年３月６日 午前１１時４２分 議長宣告 

応 招 議 員 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

１番 小 向 幸 祐 ２番 大 浦 陽 子 

３番 小笠原 伸 也 ４番 沢 尾 宏 之 

５番 柏 﨑   勉 ６番 佐々木   勝 

７番 澤 上   訓 ８番 木 村 忠 一 

９番 田 中 正 一 １０番 日野口 和 子 

１１番 平 野 敏 彦 １２番 楢 山   忠 

１３番 川 口 弘 治 １４番 西 館 芳 信 

１５番 吉 村 敏 文 １６番 松 林 義 光 

不 応 招 議 員 なし 

出 席 議 員 １５名 

欠 席 議 員 ９番 田 中 正 一   

地方自治法第
121条の規定に
より説明のため
出席した者の職
氏名 

職     名 氏   名 職     名 氏   名 

町 長 成 田   隆 副 町 長 小 向 仁 生 

総 務 課 長 成 田 光 寿 政 策 推 進 課 長 田 中 貴 重 

財 政 管 財 課 長 田 中 淳 也 まちづくり防災課長 久保田 優 治 

税 務 課 長 堤   雅 之 町 民 課 長 松 山 公 士 

保 健 こ ど も 課 長 鈴 木 政 康 介 護 福 祉 課 長 澤 頭 則 光 

農 林 水 産 課 長 柏 崎 和 紀 商 工 観 光 課 長 柏 崎 勝 徳 

地 域 整 備 課 長 岡 本 啓 一 会 計 管 理 者 小 向 正 志 

病 院 事 務 長 桒 嶋 泰 幸 教 育 委 員 会 教 育 長 松 林 義 一 

学 務 課 長 福 田 輝 雄 社会教育・体育課長 三 村 俊 介 

選挙管理委員会委員長 田 中 直 喜 選挙管理委員会事務局長 成 田 光 寿 

農 業 委 員 会 会 長 松 林 勝 智 農業委員会事務局長 柏 崎 和 紀 

監 査 委 員 柏 崎 堅 一 監 査 委 員 事 務 局 長 佐々木 拓 仁 
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本会議に職
務のため出
席した者の
職氏名 

事 務 局 長 佐々木 拓 仁 事 務 局 次 長 木 村 英 樹 

事 務 局 主 幹 原 本 愁 子   

町 長 提 出 

議案の題目 

１ 報告第 １号 専決処分の報告について（神明橋橋梁補修工事請負契約の変更契約

の締結について） 

２ 報告第 ２号 専決処分の報告について（いちょう公園体育館外壁等改修工事請負

契約の変更契約の締結について） 

３ 報告第 ３号 専決処分の報告について（いちょう公園体育館照明器具改修工事請

負契約の変更契約の締結について） 

４ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度おいらせ町一般

会計補正予算（第６号）について） 

５ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

６ 議案第 １号 おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

７ 議案第 ２号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

８ 議案第 ３号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

９ 議案第 ４号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

10 議案第 ５号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

11 議案第 ６号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

12 議案第 ７号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

13 議案第 ８号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

14 議案第 ９号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

15 議案第１０号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

16 議案第１１号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

17 議案第１２号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

18 議案第１３号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

19 議案第１４号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

20 議案第１５号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

21 議案第１６号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

22 議案第１７号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

23 議案第１８号 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例について 

24 議案第１９号 おいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例の一部を改正す

る条例について 

25 議案第２０号 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正

する条例について 

26 議案第２１号 おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

27 議案第２２号 おいらせ特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こ 
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 ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

28 議案第２３号 おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

29 議案第２４号 除雪グレーダ（３．１ｍ級）購入契約の締結について 

30 議案第２５号 いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の変更契約の

締結について 

31 議案第２６号 いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約の締結につ

いて 

32 議案第２７号 町道の路線認定について 

33 議案第２８号 令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）について 

34 議案第２９号 令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

35 議案第３０号 令和６年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）

について 

36 議案第３１号 令和６年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

37 議案第３２号 令和６年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について 

38 議案第３３号 令和６年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）について 

39 議案第３４号 令和６年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

40 議案第３５号 令和７年度おいらせ町一般会計予算について 

41 議案第３６号 令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

42 議案第３７号 令和７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

43 議案第３８号 令和７年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

44 議案第３９号 令和７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

45 議案第４０号 令和７年度おいらせ町病院事業会計予算について 

46 議案第４１号 令和７年度おいらせ町下水道事業会計予算について 

 

 

議 員 提 出 

議案の題目 

１ 発委第 １号 おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改

正する訓令について 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会議録署名 

議員の指名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 １３番   川 口 弘 治 議員 

 

 １４番   西 館 芳 信 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（佐々木拓仁君） 

 

 おはようございます。 

 議場内の皆様にお願い申し上げます。 

 議場内では携帯電話等の電源を切るか、マナーモードに設定くだ

さるようお願いいたします。 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣言 

松林議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しておりますの

で、これより令和７年第１回おいらせ町議会定例会を開会いたしま

す。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

欠席報告 松林議長  なお、９番、田中正一議員は欠席であります。 

 

開議宣告 松林議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 

議事日程 

報告 

松林議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会議録署名

議員の指名 

松林議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、１３番、川口弘治議員及び１４番、

西館芳信議員を指名いたします。 

 

会期議題 松林議長  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 会期決定の前に、議会運営委員長の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いします。 

 議会運営委員長。 

 

委員長報告 川口議会運営委員

長 

 議会運営委員会より報告いたします。 

 去る２月１２日告示、本日招集されました令和７年第１回おいら
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せ町議会定例会の会期等について、先般、２月２８日午前１０時か

ら議会運営委員会を開催し、審査した結果、本定例会の会期は、別

紙配付の「会期及び審議予定表」のとおり、本日３月６日から３月

１３日までの８日間とすることに決定いたしました。 

 本日６日木曜日は議案一括上程及び予算特別委員会の設置、明日

７日金曜日から９日、日曜日までは議案熟考のため休会、１０日、

月曜日は一般質問、１１日、火曜日は議案審議、１２日、水曜日は

引き続き議案審議及び予算特別委員会における付託議案の審査、１

３日、木曜日は引き続き予算特別委員会における付託議案の審査、

そして特別委員会終了後に本会議での議案審議。 

 以上のとおり進行してまいりたいと思いますので、何とぞ議員各

位のご理解とご協力を賜り、当委員会の決定にご賛同くださいます

ようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 

 

 松林議長  議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日３月６

日から３月１３日までの８日間といたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日３月６日から３月１３日までの

８日間とすることに決しました。 

 

諸般の報告 松林議長  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、配付しているとおりです。ご了承くだ

さい。 

 なお、本定例会の会期中は、円滑な議案審議及び広報写真撮影の

ため、関係職員が議場内を出入りすることの許可を与えております

ので、各議員に報告しておきます。 

 

行政報告 松林議長  日程第４、行政報告の申入れがありましたので、これを許します。 

 初めに、第２期八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更について、

当局の説明を求めます。 
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 政策推進課長。 

 

当局の説明 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、令和７年第１回町議会定例会行政報告資料ナンバー１

「第２期八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更について」をご用

意ください。 

 まず、１の趣旨であります。八戸圏域８市町村で構成する連携中

枢都市圏の取組については、現在、第２期八戸圏域連携中枢都市圏

ビジョンとして、令和４年度から令和８年度までの５か年で事業を

進めているところであります。 

 この間、計画されている事業については、毎年度事業の見直しを

行っておりますが、現在のビジョンに掲載し実施している事業につ

いて、令和７年度から、事業の統合・拡充、新規事業の追加、事業

の終了、成果指標の変更、関係市町村の変更を行うことになるため、

ビジョンの変更を報告するものであります。 

 次に、２の変更内容でありますが、（１）の事業の統合・拡充に

ついては、これまで実施してきました「知的財産権対策支援事業」

の取組の内容の一部と「産学官共同研究開発支援事業」を統合し、

内容を拡充することから、事業名を「中小企業新技術・新製品・新

サービス開発等支援事業」に変更するものであります。次の「知的

財産権対策支援事業」の一部についても、「地域企業支援体制強化

事業」を統合し、内容の拡充に伴い、事業名を「地域企業課題解決

支援事業」に変更するものであります。 

 （２）の新規事業、圏域事業者ＰＲイベント事業の追加について

は、八戸圏域の地域資源を活用した商品や、新商品を販売する事業

者のＰＲイベントの開催を予定しており、当事業内容を踏まえて、

八戸圏域の基本目標である「圏域全体の経済成長の牽引」と「生活

関連機能サービス向上」の２つの施策として位置づけ、統合するも

のであります。 

 ２ページをご覧ください。 

 （３）の事業の終了については、「ナニャドヤラ廻道ふるさとフ

ェスタ事業」と「八戸圏域活性化支援事業」の２事業となります。

「ふるさとフェスタ事業」については、費用対効果の点を踏まえて

事業を終了、「八戸圏域活性化支援事業」については、活用実績が

少ないことを踏まえ終了とするものであります。 
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 （４）の成果指標の変更は、２つの事業となります。まずは、「地

場産品販路拡大支援事業」については、これまで県が開催する「青

森の正直」における商談成立件数を指標としておりましたが、本商

談会が令和５年度をもって終了したことに伴い、各種商談会におけ

る商談成立件数へと成果指標を変更するものであります。「八戸広

域観光推進事業」は、成果指標をＶＩＳＩＴはちのへホームページ

閲覧回数から、事業成果をより適切に反映するため、観光入り込み

客数へ変更するものであります。 

 （５）の関係市町村の変更についてご説明いたします。「広域的

体験学習支援事業」については、これまでの連携中枢都市圏の基金

充当事業から、令和７年度より費用負担方法の見直しに伴い、関係

市町村が８市町村から６市町村へ変更するものであります。 

 なお、ただいま説明しました変更事業等につきましては、３ペー

ジから４ページにかけて一覧を掲載しております。 

 ２ページに戻っていただきまして、３の今後の予定でありますが、

３月下旬に八戸市が７町村から書面同意を得た後、ビジョンを変更

する予定となっております。 

 なお、今回の変更に伴う連携協約の変更は要しないものでありま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 次に、おいらせ町人口ビジョンの改訂及び第３期おいらせ町まち・

ひと・しごと創生総合戦略について、当局の説明を求めます。 

 政策推進課長。 

 

当局の説明 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 それでは、行政報告資料ナンバー２「おいらせ町人口ビジョンの

改訂及び第３期おいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

て」をご用意ください。 

 なお、１１月の議員全員協議会で一度説明しておりますので、一

部簡略し、報告させていただきます。 

 まず、資料１ページの１、趣旨であります。令和６年１１月２２

日開催の議員全員協議会にて協議した、おいらせ町人口ビジョンの

改訂及び第３期おいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

が終えたため、報告するものであります。 
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 次の２の策定体制でありますが、資料に記したとおりでございま

すので、省略いたします。 

 ３の策定経過についてですが、庁議、戦略会議にて策定方針を決

定、確認した後、昨年の１１月に推進本部で、人口ビジョンと総合

戦略の案を策定しました。 

 ２ページに移ります。 

 冒頭に触れましたが、議員全員協議会で中間報告をした後、戦略

会議、町民によるパブリックコメントから審議を経て、先般、３月

３日の庁議で決定し、本日の行政報告とさせていただいております。 

 ３ページをご覧ください。 

 ４の町人口ビジョンの改訂についてでありますが、本編は皆様に

データで配付した資料１のとおりであります。その概要ですが、国

立社会保障・人口問題研究所が日本の地域別将来推計人口を改訂し

たことに伴い、町の人口ビジョンも改訂し、（４）に示すとおり、

令和３２年時の人口の目標値を２万１００人としております。 

 ４ページに移ります。 

 ②の今後の基本的姿勢については、まず出生の増加等による自然

増へ向けた取組、健康寿命の延伸による自然減へ向けた取組、転入

者の増加による社会増へ向けた取組、転出者を減らし、若者が希望

を持てるまちづくりによる社会減へ向けた取組が挙げられます。こ

のことを踏まえ、（Ⅰ）結婚・出産・子育てしやすい環境をつくる、

（Ⅱ）新しい人の流れをつくる、（Ⅲ）働きやすい職場環境をつく

る、（Ⅳ）安心して暮らせる地域をつくるを４つの基本視点として

捉えております。 

 ５ページをご覧ください。 

 ５の第３期町総合戦略についてでありますが、策定したものは皆

様にデータで配付した資料２となりますので、後ほどご確認くださ

い。 

 （２）の趣旨といたしましては、将来にわたって活力ある地域を

維持するための基本目標や取組を示す５か年の計画となります。 

 （３）では、基本的な考え方として、戦略の検証結果や、国と県

の総合戦略、町の総合計画を勘案し、国や県の各種支援の活用と、

ＰＤＣＡサイクルを用いた進捗確認、ＳＤＧｓの理念を踏まえた戦

略となっています。 

 ６ページをご覧ください。 
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 （４）の①第２期町総合戦略との比較でありますが、表の右側の

第３期総合戦略で説明をいたします。 

 計画期間は令和７年度から令和１１年度までの５か年、地域ビジ

ョンは、第２次町総合計画後期基本計画と整合し、「子どものびの

び大人いきいき ともにつくるおいらせ町」としました。横断的目

標は、魅力ある職場づくりと子育て環境を充実させ、移住・定住を

促進するとし、基本目標は４点であります。結婚・出産・子育ての

希望をかなえる環境づくり、新しいひとの流れの創出・拡大、地域

産業の育成と働きやすい職場環境の整備、安心して住み続けること

ができる地域づくりとしました。 

 そのほか変更点として、国の総合戦略を勘案し、デジタル技術を

活用しながら、各目標の取組を一層強化することとし、国や県の支

援策を積極的に活用するため、必要に応じて改定を行うとの２点を

追記しております。 

 ７ページをご覧ください。 

 ②の第３期町総合戦略の主な施策は、先ほど触れた基本目標にな

ります。その基本目標の①結婚・出産・子育ての希望をかなえる環

境づくり。主な施策として、出会い・結婚・出産の支援、子育て支

援の充実に取り組むこととしております。詳細は、資料２の１４ペ

ージから１５ページになります。 

 続いて、基本目標②は、新しいひとの流れの創出・拡大。主な施

策として、移住・定住に向けた環境整備、新たなひとの流れをつく

る魅力の創出と情報発信に取り組んでいくこととしております。詳

細は、資料２の１５ページから１６ページになります。 

 ８ページをご覧ください。 

 基本目標③は、地域産業の育成と働きやすい職場環境の整備。主

な施策として、地域産業の活性化と雇用の創出、未来を担う人材の

育成と確保に取り組んでいくこととしております。詳細は、資料２

の１７ページから１８ページになります。 

 基本目標④は、安心して住み続けることができる地域づくり。主

な施策として、地域共生社会の体制づくり、快適な生活環境の実現、

広域行政の推進に取り組んでいくこととしております。詳細は、資

料２の１９ページから２１ページになります。 

 次に９ページをご覧ください。 

 ６のパブリックコメントの結果についてでありますが、意見はあ
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りませんでした。 

 ７、おいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議からの答申

では、（１）の総括的事項としては、日本全体の人口減少・少子高

齢化の進行に伴う社会構造の変化により、今後も様々な課題が発生

することが予想されることから、町民、行政、事業者や関係団体等

が協力、連携し、総合戦略で掲げた４つの基本目標を着実に推進し

ていくこと。 

 （２）の附帯意見として、都市部と地方の格差を縮めるためにも、

デジタル技術の活用等の新たな視点を取り入れ、地方創生事業の創

出に取り組んでいくこと。ほかの市町村にない町の強みを生かした

独自の政策を考えていくこと。また、若い世代や女性が魅力的に感

じる職種の増加や職場環境づくりに努めるとともに、長く住み続け

られる魅力のある町を目指していくとの内容でした。 

 今後は、この答申内容を踏まえながら、地方創生事業を検討して

いくことになります。 

 １０ページをご覧ください。 

 ８、町総合戦略の進捗状況と今後の取組についてでありますが、

（１）進捗状況については、第２期町総合戦略で設定した２９の数

値目標・重要業績評価指標の達成度を調査したところ、達成度が６

９％となりました。また、戦略会議等で地方創生事業の調査、検討

等を実施しました。詳細は、資料３のとおりとなります。 

 （２）の今後の取組についてでありますが、令和７年度は、今回

策定した第３期町総合戦略に基づき、地方創生事業の調査、検討、

実施を進めてまいります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 次に、おいらせ町災害廃棄物処理計画について、当局の説明を求

めます。 

 町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（松山公士君） 

 おはようございます。 

 それでは、行政報告資料ナンバー３「おいらせ町災害廃棄物処理

計画について」をご用意ください。 

 １、案件の概要です。今般、おいらせ町災害廃棄物処理計画を策
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定したので、報告するものでございます。本計画は県から令和７年

度までの策定を求められていたもので、国の１００％補助を活用し

まして、今年度、入札によりコンサル業者に委託し作成したもので

ございます。 

 ２、策定の趣旨については、近年、日本国内で発生した東日本大

震災、能登半島地震、各地で頻発している豪雨災害など、自然災害

の頻度と規模が増大しておりまして、これらの災害は、多くの人々

の生活に深刻な影響を与えるだけでなく、大量の廃棄物を発生させ

る問題を引き起こします。 

 そういう中で、今回本計画は、町の地域防災計画や県の災害廃棄

物処理計画、国の災害廃棄物対策指針等に基づき、災害廃棄物の処

理に係る対応についてその方策を示すとともに、当町における平常

時の災害予防対策と、発災時の状況に即した災害廃棄物処理の具体

的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理

の実施を目指すものでございます。 

 続きまして、４番、主な策定経過と今後のスケジュールは、記載

のとおりでございます。 

 それで、３番、具体的な内容については、ナンバー３資料１「お

いらせ町災害廃棄物処理計画【概要版】」をご用意ください。 

 １ページをご覧ください。 

 全８章ありまして、まず第１章は、先ほど説明した策定の趣旨や

本計画の位置づけを記載しております。 

 次に、第２章は、基本的事項として、対象とする災害や災害廃棄

物、処理主体等、２ページをご覧ください、２ページのほうには対

象とする業務や基本方針、そして、３ページには初動対応の考え方

や時期を記載しております。そこの９番の災害廃棄物処理計画及び

災害廃棄物処理実行計画の策定とございますが、その実行計画とい

うのは、実際に災害が起きた際に、この本計画をマニュアルとしま

して、その状況や規模に応じて具体的な実行計画を策定し、災害廃

棄物の処理を行うことになります。 

 次に、その下の第３章は、災害廃棄物処理のための体制等として、

現行の組織体制を記載しておりますが、令和７年度から機構改革に

より町民課と保健こども課が再編されますので、ここにある町民部、

保健こども部については、町の地域防災計画の見直しに合わせて変

更する予定でございます。 
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 次に、少し飛びまして、６ページの第４章をご覧ください。想定

する災害としましては、地震は「県災害廃棄物処理計画」のデータ

を基に当町区域内の最大の被害を生ずる太平洋型海溝型地震による

被害を想定しておりまして、水害は「おいらせ町防災マップ」で想

定されています降雨による最大規模の被害を想定しております。 

 次に、７ページの第５章をご覧ください。災害廃棄物の発生量の

推計と処理の流れとして、推計結果では、表５－１に記載のとおり、

地震だと最大で１１１万９，０００トンもの災害廃棄物発生量が見

込まれております。 

 次に、８ページの第６章をご覧ください。災害廃棄物の処理方法

として、片づけごみの回収戦略や仮置場の候補地選定について記載

しておりまして、実際に、仮置場の候補地については、町有地につ

いて現地確認をして検討しているところでございます。 

 次に、９ページの表６－２に記載のとおり、仮置場の必要面積が

地震だと最大で１９万８，９２３平米も必要だという試算結果とな

っております。 

 次に、１１ページの第７章をご覧ください。避難所ごみ及びし尿

処理として、避難所ごみの推計や対応、そして１２ページのほうを

ご覧ください、表７－２に記載のとおり、地震だと仮設トイレの必

要基数として２２１基の仮設トイレが必要だとの試算結果となって

おります。 

 最後、第８章は、町民に対する相談窓口の設置及び広報について

記載しております。 

 なお、本日、委員の席のお手元の封筒の中に、完成した８０ペー

ジ以上ある本体計画書が入っておりますので、後ほどご覧いただけ

ればと思います。内容についてご意見やご質問がある場合には、町

民課分室のほうまでよろしくお願いいたします。 

 最後に、本計画の骨子は国の指針等に基づいて策定していますの

で、基本となる部分はどの市町村も大体同じでございます。違いが

あるのは、それぞれの地域で想定される災害の規模や災害廃棄物の

発生量、組織体制や災害支援協定の締結状況等により大きく違って

くるものでございます。策定後も、災害時に活用できる実効性のあ

るものになっているかという視点で定期的に記載内容の見直しを行

い、実効性を高めていくものでございます。 

 以上で説明を終わります。 
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 松林議長  これで行政報告を終わります。 

 

所信表明 松林議長  日程第５、所信表明について。 

 町長より所信表明をしたい旨の申入れがありますので、これを許

します。 

 演壇にてお願いします。 

 町長。 

 

 町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。議員には何かとご多用のところご出席いた

だきまして、本当にありがとうございます。 

 それでは、所信表明をさせていただきます。 

 本日ここに、令和７年第１回おいらせ町議会定例会が開会され、

令和７年度当初予算案をはじめ、各般にわたる議案についてご審議

を願うに当たり、町政運営に対する私の所信の一端を申し上げ、議

員各位をはじめ、広く町民の皆様の深いご理解とご協力を賜りたい

と思います。 

 早いもので、町政のかじ取り役として３期目の任期も残り１年余

りとなりました。 

 この間、政策公約のテーマとして、今を生きる人たちが「安全で

安心できるまちづくり」と、すべては子どもたちの未来のために「明

るく元気で持続可能なまちづくり」の２つを掲げ、この実現を図る

べく、様々な施策に取り組んでまいりました。 

 令和７年度は、任期最終年度となります。政策公約の実行と、総

合計画の着実な推進に向け、さらに気を引き締め、スピード感を持

ち、不退転の決意で町政運営に取り組んでまいります。加えて、今

後は当町も人口減少に転じるという危機感を持ちながら、自然減、

社会減、それぞれの要因に応じて適切な対策を講じてまいります。 

 議員各位におかれましては、「町民の幸せと町の発展」という共

通の目標に向かって、引き続き温かいご支援とご協力を賜りますよ

う、心からお願い申し上げます。 

 現在、地方自治体は、物価の高騰、人件費の上昇など、長らく経

験してこなかった、経済環境の変化による避け難い歳出の増加に直

面し、急速に進む少子高齢化と人口減少による社会保障費の増大に

伴い、難しい財政運営を強いられています。 
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 また、少子高齢化や人口減少は、様々な問題を生み、町の活力低

下が懸念されます。それらを解決することは容易ではありません。

しかし、今こそ町に誇りと愛着を持つ人を増やし、活気と安らぎが

感じられ、住んでよかったと思えるまちづくりを進めなくてはなり

ません。 

 そして、近年、甚大な自然災害が全国各地で頻発しており、安全・

安心な暮らしを実現するための防災対策の推進が急務であり、あら

ゆる社会環境の変化にも対応できる持続可能な行政運営をすること

が大事と考えております。 

 さて、令和６年度を振り返りますと、まず、町の最上位計画とな

る「第２次町総合計画」の後半５年間を対象とした後期基本計画を

スタートさせ、町の将来像「子どものびのび大人いきいき ともに

つくるおいらせ町」の下、基本理念として「町民・議会・行政が一

体となったまちづくり」「自然と共生し、文化がいきづくまちづく

り」「幸せを実感できるまちづくり」の３つを掲げ、政策を進めて

まいりました。 

 主なものを挙げますと、子育てや教育の分野では、給食費の無料

化事業の継続、そして、水路の蓋かけによる歩道の確保とカラー舗

装等による通学路の安全確保や小中学校の改築工事等に取り組むと

ともに、「町教育大綱」に基づき、子育て環境や快適な学びの空間

づくりが図られました。 

 また、健康づくりの分野では、健診受診率の向上に向け、継続し

た健康診断の実施や妊産婦から高齢者まで、切れ目ない相談や健康

づくりに取り組むとともに、医療・福祉の連携を見据えた、おいら

せ病院の早期移転建て替え事業にも着手しております。 

 このほか、待望の「おいらせ青葉郵便局」が開局し、北部地区住

民の利便性の向上が図られたほか、浸水区域にある本庁舎と分庁舎

の移転に伴う新庁舎建設事業では、令和５年度からの２か年事業で

進めていました基本構想、基本計画策定を終えまして、次の段階と

しての設計作業に着手しております。 

 それでは、令和７年度の町政運営の基本姿勢について申し上げま

す。 

 私は、将来の町のあるべき姿を思い描きながら職務に当たってお

ります。冒頭にも申し上げましたけれども、それらを実現するため

に政策公約を掲げ、２つの「目指すおいらせ町の姿」を常に念頭に
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置き、この実現を図るべく、６つの「政策の柱」を体系化して、引

き続き町政運営に取り組んでいきます。 

 まず、「私が目指すおいらせ町の姿」の１つ目は、今を生きる人

たちが「安全で安心できるまちづくり」であります。 

 三陸はるか沖地震や阪神・淡路大震災から３０年が経過し、その

後も東日本大震災や昨年１月に発生した能登半島地震、さらには、

台風による河川の氾濫や洪水など、甚大な被害をもたらす災害は予

測できないものであります。東日本大震災を経験した当町として、

いつ発生するか分からない自然災害を常に意識するとともに、町民

の命と生活を守ることの重要性を認識しているところであります。 

 災害時の防災拠点となる役場庁舎は、大規模自然災害想定におけ

る浸水区域に入っており、医療の拠点となるおいらせ病院もまた浸

水区域に入っていることから、これらを早期に浸水区域外に移すた

め、イオンモール下田の西側へ移転・建設を進めているところであ

ります。 

 また、防災関連としては、老朽化が著しい下田第５分団の消防ポ

ンプ車を水槽付き車両に更新するほか、消防団の活動拠点となる屯

所については、百石第３分団及び第７分団拠点施設の外壁等改修工

事を実施することとしており、引き続き安全で安心できるまちづく

りに全力で取り組んでまいります。 

 ２つ目は、すべては子どもたちの未来のために「明るく元気で持

続可能なまちづくり」であります。 

 将来を担う子供たちは、まさしく町の宝であります。町が実施す

る子育て支援策を受けて伸び伸びと成長した子供たちが、大人にな

り、ふるさとおいらせ町から受けた恩恵を次の世代の子供たちにつ

なげていく、こうした循環こそが「持続可能なまちづくり」である

と考えます。 

 そのためには、子供たちや子育て世代が健康で暮らしやすい町で

あることはもちろんのこと、地域に住む健康で元気な高齢者の存在

が必要不可欠であります。共働きの家庭が多い今日にあって、地域

住民が連携して子供たちを見守り・育てる取組が大事であり、高齢

者福祉の充実を図ることで、子供たちの豊かな未来と持続可能なま

ちづくりにつながるものと考えます。 

 また、改正されました児童福祉法への対応と、政策公約の推進に

向けた効率的かつ効果的な組織体制の確立を図ることを目的として、
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令和７年４月に町民課、保健こども課の２課を町民課、健康保険課、

子育て支援課の３課に再編し、子育て支援課に「こども家庭センタ

ー」を設置して、子育て世帯等への一体的な相談支援を行う中心的

機能を図ることとしております。 

 次に、政策公約として掲げる６つの「政策の柱」についてご説明

いたします。 

 １つ目の柱は、「コロナ禍の安全・安心対応」であります。 

 ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の５類

に移行されましたが、依然として感染症の発生は続いており、イン

フルエンザ同様となりますが、引き続きワクチンの定期接種に対応

していくこととしております。 

 なお、国の指針を基に策定が求められている「新型インフルエン

ザ行動計画」について、現在、県が策定中であり、その内容を踏ま

えて令和７年度から町計画の策定作業を進め、早期の完成を目指し

ます。 

 ２つ目の柱は、「子育て環境・学校教育環境の充実」であります。 

 「学校給食費の無料化」については、当町は既に県に先駆けて独

自に実施しており、保護者の負担なしで子供たちに安心して充実し

た食の環境を整えることができており、引き続き実施してまいりま

す。 

 「歩道・通学路の安全確保」では、町通学路交通安全プログラム

に基づき、地域からの要望と併せて、引き続き歩道整備や交差点部

のカラー舗装化を実施してまいります。また、用水路に蓋をかけ歩

道とする整備事業を令和４年度から着手しており、令和７年度で完

成します。 

 このほか、近年増加している子供を狙った犯罪から子供たちを守

るために、令和７年度中に小中学校８校に防犯カメラを設置するこ

ととしているほか、木ノ下中学校の講堂については、令和６年度か

らの２か年事業として建設実施しており、令和７年８月の完成を目

指しております。 

 子育て支援施策では、少子化が進む中、核家族化などにより、悩

みや問題を抱える妊産婦や保護者が増加していることから、妊産婦

や子育て世帯に寄り添った伴走型支援を強化するとともに、妊娠期

から出産、子育て期までの切れ目ない包括的支援が可能な町の実現

に向け、本年４月に母子保健と児童福祉とが一体となった「こども
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家庭センター」を開設し、子育て支援体制の充実を図ってまいりま

す。 

 ３つ目の柱は、「健幸まちづくりの推進」であります。 

 「おいらせ病院の早期移転建て替え」については、令和６年度か

ら基本構想と基本計画に着手しており、医療と福祉の連携を見据え

た病院の移転建て替え事業を引き続き推進します。 

 また、「スポーツ施設の環境整備」では、現在進めている町民交

流センター照明器具のＬＥＤ化改修工事をはじめ、令和８年度に開

催されます国民スポーツ大会軟式野球競技の会場の一つとなる下田

公園野球場の改修工事を行うなど、これら施設の環境整備によって

各種スポーツの競技力の向上を図ってまいります。 

 このほか、令和６年度から新たな計画期間として策定した介護保

険事業計画や国保データヘルス計画をはじめ、健康増進計画、食育

推進計画や自殺対策計画の３つの計画を一体的に取りまとめた「健

康おいらせ２１」を推進し、計画の目指す姿「みんなが互いに助け

合い、健康でこころ豊かに暮らせるまち」の実現に向けて事業を展

開してまいります。 

 さらに、健康づくり事業と保険事業が密に連携し、一体的に各種

事業に取り組むことができる組織体制とするため、新たに健康保険

課を設置し、政策公約に掲げる「健幸まちづくり」を強力に推進す

るものであります。 

 なお、健康づくりの観点から、奥入瀬川沿いの堤防や太平洋沿岸

の防潮堤と、町内随所にある自然道や農道をサイクリングやジョギ

ングコースとして利活用できないか、その調査研究を関係する課に

指示しております。既存の施設を最小限の整備に努め、ほかにない

奥入瀬川と太平洋の自然を満喫し、誰もが楽しみながら健康づくり

ができるよう、インフラを整えようというものであります。 

 ４つ目の柱は、「人口定住と生活基盤の整備」であります。 

 「おいらバス」は、運行開始から約３年が経過し、大変好評を得

ております。おいらせ病院への利用者を中心に利用件数が増加し、

時として予約が取れないという状況もあるようですので、町民バス

と併せて事業を検証し、今後も継続し、さらなる利便性の向上を図

ってまいります。 

 このほか、移住・定住対策として、現在実施している首都圏から

の移住者に対する移住支援補助と、甲洋小学校区・下田小学校区に
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おける住宅取得に対する子育て世代定住助成制度を引き続き実施し、

移住・定住対策の強化を図ってまいります。 

 さらに、生活基盤の整備としては、引き続き道路舗装や側溝改良

と神明橋の橋梁補修を行うこととしております。 

 そして、イオンモール下田の西側に建設を進めている統合新庁舎

については、現在、実施している基本設計・実施設計業務が令和７

年度に完成することから、令和１２年度の合併特例債活用期限を見

据え、スピード感を持って進めるとともに、関係機関等と連携・調

整を図りながら、庁舎移転に伴う新庁舎エリアの機能開発と、まち

づくり構想にも取り組んでまいります。 

 ５つ目の柱は、「産業振興の発展」であります。 

 第１次産業は、担い手や後継者不足が依然として深刻であります。

農業は、引き続き国や県の事業を活用して、新規就農者の育成を支

援するための補助事業や野菜関連の機械化に対する補助事業の実施、

農地の耕作放棄地や農家の高齢化・担い手不足に対応するための農

地中間管理事業を展開してまいります。漁業においても、百石漁港

内の漂砂や波浪対策として、県が実施したシミュレーション結果を

基に、令和８年度からの防波堤の延伸工事着手を目指し、令和７年

度中に国への計画申請を進めてまいります。 

 また、商工業分野では、中小・小規模事業者に対する支援として、

県特別保証融資保証料補助金事業を拡大し、「経営力強化借換資金」

への補助を新設するほか、商工業事業者の経営安定に向け、町商工

会と協議・調整して支援内容を検討してまいります。 

 このほか、町の観光施策を担っている町観光物産協会に対して、

引き続き主体イベントの支援を行うとともに、当該協会が進めてい

る法人化の取組に対し、後押ししてまいります。 

 そして、６つ目の柱が、「持続可能な健全財政の維持と確実な行

政運営」であります。 

 私の町長就任当初からの信条としている、将来にわたってしっか

りと行政運営を行えるよう、財政計画に基づき健全財政を堅持する

とともに、分かりやすく透明性を持った行政の推進として、引き続

き町の財政計画や財政状況等を広報紙やホームページで公表してま

いります。 

 また、公共施設の持続可能なマネジメント推進の観点から、施設

の劣化状況調査や、消費電力削減のための照明器具のＬＥＤ化に取
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り組んでまいります。このほか、収入確保を図るため、不要な財産

の随時売却をはじめ、町税の収納対策強化のため、青森県市町村税

滞納整理機構等と連携し、引き続き収納率の向上に取り組んでまい

ります。 

 以上、町政運営に当たって、私の政策公約に基づき、所信の一端

を申し述べました。 

 来年３月１日には、おいらせ町が誕生して２０周年となります。

この大きな節目を迎える令和７年度は、これまでの道のりを振り返

るとともに、新たな時代をつくり上げていく年と捉え、おいらせ町

をさらに発展させ、次の世代へと引き継いでいくことが、私の最大

の使命と思っております。 

 この先においても、今まで以上の行政運営を目指していく考えで

おりますが、いかなる困難に見舞われるか分かりません。百折不撓

の精神をもって、常に町民の幸せと町の発展を願い、関係各位の総

力を結集して、一つ一つの課題を解決していきたいと考えておりま

す。 

 町民並びに議員の皆様のより一層のご理解とご協力を賜りますよ

う心からお願い申し上げまして、町政運営に当たっての私の所信表

明といたします。ありがとうございます。 

 

 松林議長  以上で所信表明を終わります。 

 暫時休憩します。１０分間休憩します。 

 

  （休憩 午前１０時５１分） 

 松林議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午前１１時００分） 

議案の一括

上程 

松林議長  日程第６、議案の一括上程について。 

 報告第１号から第３号まで、承認第１号、諮問第１号及び議案第

１号から議案第４１号までの以上４６件を一括上程いたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 演壇にてお願いします。 

 町長。 

 

提案理由の 町長  それでは、本定例会に提案いたしました議案の提案理由をご説明
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説明 （成田 隆君） 申し上げます。 

 初めに、報告第１号、神明橋橋梁補修工事請負契約の変更契約の

締結に係る専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

 本件は、令和６年第２回おいらせ町議会定例会において議決いた

だき、株式会社柏崎組を相手先として締結した神明橋橋梁補修工事

請負契約の変更契約について、地方自治法第１８０条第１項及びお

いらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第３号アの

規定に基づき、去る１月２８日付で専決処分を行ったので、同条第

２項の規定により報告するものであります。 

 その内容でありますが、工事の実施に伴い、仮設道路が必要とな

ったため、契約金額を３６３万円増額し、変更後の契約金額を１億

３，０６８万円としたものであります。 

 次に、報告第２号、いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約

の変更契約の締結に係る専決処分の報告についてご説明申し上げま

す。 

 本件は、令和６年第２回おいらせ町議会定例会において議決をい

ただき、株式会社三村興業社を相手先として締結した、いちょう公

園体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約について、地方自治法

第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の

指定について第３号イの規定に基づき、去る１月２２日付で専決処

分を行ったので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 その内容でありますが、現地精査による屋外階段工事の工法の変

更等に伴い、工期内の完成が難しくなったため、工期を延長し、変

更後の工期を令和６年６月１８日から令和７年３月３１日までとし

たものであります。 

 次に、報告第３号、いちょう公園体育館照明器具改修工事請負契

約の変更契約の締結に係る専決処分の報告についてご説明申し上げ

ます。 

 本件は、令和６年第２回おいらせ町議会定例会において議決をい

ただき、株式会社パル電装技研を相手先として締結した、いちょう

公園体育館照明器具改修工事請負契約の変更契約について、地方自

治法第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事

項の指定について第３号アの規定に基づき、去る１月２９日付で専

決処分を行ったので、同条第２項の規定により報告するものであり

ます。 
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 その内容でありますが、現地精査による廃棄物数量及び積込運搬

費の変更に伴い、契約金額を９５万７，０００円減額し、変更後の

契約金額を５，８４４万３，０００円としたものであります。 

 次に、承認第１号、令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第

６号）の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額に９，９８９万７，０００円を追加し、

予算の総額を１３０億７，７７５万２，０００円としたもので、去

る１月１７日付で専決処分を行ったものであります。 

 その内容につきましては、住民税非課税世帯に対する臨時特別給

付金事業及び灯油購入費助成事業を実施するため、歳出に所要の経

費を追加し、歳入では国庫支出金及び県支出金を追加したものであ

ります。 

 次に、諮問第１号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、現在の委員である木村啓一氏の任期が本年６月３０日を

もって満了となることから、後任の委員に小西久美子氏を候補者と

して推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議

会の意見を求めるものであります。 

 次に、議案第１号、おいらせ町教育委員の任命につき同意を求め

ることについてご説明申し上げます。 

 本案は、現在の委員である加賀真美子氏の任期が本年６月８日を

もって満了となることから、後任の委員として大木元英氏を任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 次に、議案第２号から議案第１５号までについてでありますが、

いずれもおいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

についてであり、関連がありますので一括してご説明申し上げます。 

 本案は、当町の農業委員会委員の改選に当たり、委員候補者の募

集手続及び農業委員会の委員候補者選考委員会の審査決定を経て、

１４名の方々を農業委員会委員として任命いたしたく、農業委員会

等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

であります。 

 議案第２号については吉田良紀氏、議案第３号については袴田光

雄氏、議案第４号については松林勝智氏、議案第５号については岩

﨑 仁氏、議案第６号については沼 廣志氏、議案第７号について
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は上久保辰視氏、議案第８号については松林一弥氏、議案第９号に

ついては久慈弘子氏、議案第１０号については日ケ久保 亨氏、議

案第１１号については玉川 勉氏、議案第１２号については柏崎幸

子氏、議案第１３号については田中正幸氏、議案第１４号について

は立花友彦氏、議案第１５号については日ヶ久保浩幸氏、全１４名

について提案するものであります。 

 次に、議案第１６号、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正に伴い、町関係条例において引用条項

の改正を行うほか、所要の改正を行うため提案するものであります。 

 次に、議案第１７号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 本案は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、町関係条例

において字句の改正を行うため提案するものであります。 

 次に、議案第１８号、おいらせ町一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、青森県人事委員会勧告に準じた給与制度の見直しとして、

町一般職職員の給料月額及び諸手当について改めるため提案するも

のであります。 

 次に、議案第１９号、おいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償

支給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、宿

泊料の上限を引き上げる改正を行うほか、町関係条例において所要

の改正を行うため提案するものであります。 

 次に、議案第２０号、おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に

関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、町附属機関の見直しに伴い、１つの附属機関の廃止と、

１つの附属機関の所掌事項等の見直しを行うため提案するものであ

ります。 

 次に、議案第２１号、おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、青森県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税

の算定方式を現行の４方式から３方式に変更するとともに、将来の
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安定運営を目指して税率を見直しするため、おいらせ町国民健康保

険運営協議会の承認を経て、所要の改正を行うため提案するもので

あります。 

 次に、議案第２２号、おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴

い、所要の改正を行うため提案するものであります。 

 次に、議案第２３号、おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。 

 本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するものであります。 

 次に、議案第２４号、除雪グレーダ（３．１ｍ級）購入契約の締

結についてご説明申し上げます。 

 本案は、除雪グレーダ（３．１ｍ級）購入のため、去る２月１８

日に有限会社尾崎自動車商会ほか７者により指名競争入札を執行し

たところ、３，１６８万円で、コマツカスタマーサポート株式会社

東北カンパニー十和田支店が落札者として決定しましたので、この

契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号及びおいら

せ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定により提案するものであります。 

 次に、議案第２５号、いちょう公園テニスコート人工芝等更新工

事請負契約の変更契約の締結についてご説明申し上げます。 

 本案は、令和６年第３回おいらせ町議会定例会において議決いた

だき、株式会社種市建業を相手先として締結した、いちょう公園テ

ニスコート人工芝等更新工事請負契約の変更契約を締結するため、

地方自治法第９６条第１項第５号及びおいらせ町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により

提案するものであります。 

 その内容でありますが、現地精査による下地コンクリート整備工

の変更等に伴い、契約金額を３１４万６，０００円減額し、変更後

の契約金額を６，３９５万４，０００円とするものであります。 
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 次に、議案第２６号、いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契

約の変更契約の締結についてご説明申し上げます。 

 本案は、令和６年第２回おいらせ町議会定例会において議決いた

だき、株式会社三村興業社を相手先として締結した、いちょう公園

体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約を締結するため、地方自

治法第９６条第１項第５号及びおいらせ町議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案す

るものであります。 

 その内容でありますが、現地精査による外壁工事等の変更に伴い、

契約金額を４９９万４，０００円増額し、変更後の契約金額を１億

７８４万４，０００円とするものであります。 

 次に、議案第２７号、町道の路線認定についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、町道整備等により整備された町道の路線認定について、

道路法第８条第２項の規定に基づき提案するものであります。 

 次に、議案第２８号、令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第

７号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に２億９１５万６，０００円を追加し、

予算の総額を１３２億８，６９０万８，０００円とするものであり

ます。 

 歳出の主な内容でありますが、総務費では、公共施設整備基金積

立金の増額と生活支援商品券支給事業費補助金を追加し、民生費で

は、子どものための教育・保育給付費を増額するほか、各款にわた

って、執行見込額の精査によりまして減額または増額するものであ

ります。 

 一方、歳入では、普通交付税を増額するほか、各款にわたり、収

入見込額の精査により減額または増額するものであります。 

 また、第２表継続費補正は２件の総額及び年割額を変更し、第３

表繰越明許費補正は７件を追加し、第４表地方債補正は１件の追加、

２１件の変更及び１件の廃止をするものであります。 

 次に、議案第２９号、令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に９，７８２万７，０００円を追加し、

予算の総額を２４億５，５３７万円とするものであります。 

 主な内容は、歳出では、保険給付費を増額する一方、歳入では、
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県支出金を増額するものであります。 

 次に、議案第３０号、令和６年度おいらせ町奨学資金貸付事業特

別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額から５８８万９，０００円を減額し、予

算の総額を１，３３０万２，０００円とするものであります。 

 主な内容は、歳出では、奨学資金貸付金を減額する一方、歳入で

は、奨学基金繰入金を減額するものであります。 

 次に、議案第３１号、令和６年度おいらせ町介護保険特別会計補

正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額から９，８３４万７，０００円を減額し、

予算の総額を２４億６，８５８万４，０００円とするものでありま

す。 

 主な内容は、歳出では、保険給付費を減額する一方、歳入では、

支払基金交付金を減額するものであります。 

 次に、議案第３２号、令和６年度おいらせ町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に８０万９，０００円を追加し、予算の

総額を３億３，４３９万６，０００円とするものであります。 

 主な内容は、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を増額す

る一方、歳入では、後期高齢者医療保険料を増額するものでありま

す。 

 次に、議案第３３号、令和６年度おいらせ町病院事業会計補正予

算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、収益的収入及び支出の既決予定額から２，０４３万７，

０００円を減額し、予定額の総額を１１億１，０５８万５，０００

円とするものであります。 

 主な内容は、執行見込額の精査により減額または増額するもので

あります。 

 次に、議案第３４号、令和６年度おいらせ町下水道事業会計補正

予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、収益的収入の既決予定額に７８６万１，０００円を追加

し、収入予定額を８億９，５１０万３，０００円とし、支出の既決

予定額から１，２４５万８，０００円を減額し、支出予定額を７億

５，９４５万４，０００円とするほか、資本的収入の既決予定額か

ら５，５０８万９，０００円を減額し、収入予定額を６億２，６２
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７万３，０００円とし、支出の既決予定額から４，９７７万円を減

額し、支出予定額を８億３，２９２万１，０００円とするものであ

ります。 

 主な内容は、執行見込額の精査により減額または増額するもので

あります。 

 次に、議案第３５号、令和７年度おいらせ町一般会計予算につい

てご説明申し上げます。 

 日本経済は、物価の上昇、金利の上昇や賃金の上昇など、経済環

境や生活環境が大きく変化してきております。また、少子高齢化や

人口減少など、様々な課題に直面しております。 

 このような中、国が示した令和７年度地方財政計画では、地方自

治体の安定した財政運営に必要な一般財源は、令和６年度から１兆

８，４３５億円、２．８％増となる６７兆５，４１４億円を確保す

るとしております。 

 さて、当町の財政状況を振り返りますと、物価や労務費の上昇に

起因する経費の増加、少子高齢化による社会保障等の増加により厳

しい財政環境にあります。一方で、給食費無償化の継続や子ども医

療費助成の拡大など独自の行政サービスの充実強化を図りつつ、新

庁舎やおいらせ病院の移転新築に備えた財源確保など、町の将来を

見据えた財政運営を行っているところであります。 

 令和７年度の予算編成に当たっては、行政サービスの継続、新庁

舎の整備や公共施設の長寿命化、子育て対策などに対応するため、

より一層の財源確保に努めたところであります。 

 この結果、編成いたしました令和７年度一般会計予算総額は、町

当初予算として過去最高の１２３億１，５００万円となりました。

前年度と比較しますと８億１，５００万円、７．１％の増となって

おります。 

 初めに、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 まず、最も重要な自主財源である町税は、定額減税の終了に伴い

まして増額計上しております。 

 次に、町の最大の財源である地方交付税は、国の地方財政計画及

び町税の増額を踏まえ減額計上しております。 

 また、国庫支出金及び県支出金につきましては、歳出の情報シス

テム標準化、児童手当、子どものための教育・保育給付費及び川口

保育園整備費補助金などの財源として増額計上しております。 
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 一方の歳出は、令和７年度において新規及び拡大事業としたもの

の中から、主なものをご説明申し上げます。 

 総務費では、新庁舎設計業務等委託料、二川目地区生活会館、阿

光坊地区農事集会所の改修工事費、情報システム標準化対応業務委

託料及び定額減税調整給付金を計上しております。 

 民生費では、障害者給付費等、児童手当及び子どものための教育・

保育給付費を増額計上し、川口保育園移転整備事業に係る補助金を

計上しております。 

 衛生費では、帯状疱疹ワクチン接種委託料を計上しております。 

 土木費では、公園施設の長寿命化計画策定のための調査業務委託

料を計上しております。 

 消防費では、百石第３分団及び第７分団の拠点施設改修工事費、

下田第５分団の水槽付き消防ポンプ自動車の購入費用を計上してお

ります。 

 教育費の学校関係では、木ノ下中学校講堂改築工事費及び外構工

事費を計上し、社会教育施設関係では、北公民館改修工事費及び北

公民館・東公民館・みなくる館の照明器具等改修工事費を計上し、

体育施設関係では、いちょう公園多目的グラウンド照明器具改修工

事費及び下田公園野球場クレイ舗装等改修工事費を計上しておりま

す。 

 また、第２表地方債では、２２件の事業について限度額等を定め

るものであります。 

 次に、議案第３６号、令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会

計予算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は２４億８８万円で、前年度と比較しますと１億１６

万４，０００円、４．４％の増となっております。 

 主なものとして、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金を計

上しております。 

 次に、議案第３７号、令和７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特

別会計予算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は１，７５６万７，０００円で、前年度と比較します

と１５７万３，０００円、８．２％の減となっております。 

 主なものとして、継続貸付者１７人、新規貸付者１９人を見込み、

奨学資金貸付金を計上しております。 

 次に、議案第３８号、令和７年度おいらせ町介護保険特別会計予
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算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は２４億２，９７５万６，０００円で、前年度と比較

しますと５４８万１，０００円、０．２％の減となっております。 

 主なものとして、保険給付費及び地域支援事業費を計上しており

ます。 

 次に、議案第３９号、令和７年度おいらせ町後期高齢者医療特別

会計予算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は３億１，１６７万７，０００円で、前年度と比較し

ますと１，７３６万９，０００円、５．９％の増となっております。 

 主なものとして、後期高齢者医療広域連合納付金を計上しており

ます。 

 次に、議案第４０号、令和７年度おいらせ町病院事業会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額は１１億３，５２７万２，０００円

で、前年度と比較しますと５，７１５万７，０００円、５．３％の

増となっております。 

 一方、資本的収入の予定額は９，７５９万円、支出の予定額は１

億２，０６８万９，０００円となり、不足する２，３０９万９，０

００円は、当年度分損益勘定留保資金で補塡するものであります。 

 次に、議案第４１号、令和７年度おいらせ町下水道事業会計予算

についてご説明申し上げます。 

 収益的収入の予定額は８億５，５６３万１，０００円を計上し、

支出の予定額は７億８，４２０万５，０００円を計上しております。 

 一方、資本的収入の予定額は７億８４３万１，０００円を計上し、

支出の予定額は８億４，４７４万２，０００円を計上し、不足する

１億３，６３１万１，０００円は、当年度分損益勘定留保資金等で

補塡するものであります。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案の提案理由を申し上げま

したが、詳細につきましては、審議の過程におきまして、本職をは

じめ担当課長に説明させますので、何とぞ慎重にご審議の上、議決

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 松林議長  総務課長。 

 

 総務課長  ただいま町長提案理由を申し上げましたが、議案の件名１か所誤
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（成田光寿君） りがありましたので、訂正いたします。 

 お配りの提案理由書６ページになりますが、下のほうです。議案

の第１号であります。町長、おいらせ町教育委員の任命につき同意

を求めることについてと申し上げましたが、正しい議案件名は、議

案第１号、おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてであります。 

 以上です。 

 

 松林議長  次に、発委１号を上程いたします。 

 議会運営委員会委員長から提案理由の説明を求めます。 

 演壇にてお願いいたします。 

 議会運営委員長。 

 

 川口議会運営委員

長 

 発委第１号、おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例施行

規程の一部を改正する訓令について、提案理由をご説明申し上げま

す。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政

令の整備及び経過措置に関する政令が改正されたことに伴い、個人

情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則により規定

の整備が生じたため、所要の改正を行うため提案するものでありま

す。 

 概要についてご説明いたします。 

 この訓令は、当町議会における個人情報の適正な取扱いに関し必

要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正

及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会

の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護す

るための施行に関し必要な事項を定めておりますが、マイナンバー

法等の一部改正及び個人情報の保護に関する法律施行規則の一部改

正により、健康保険証、後期高齢者医療の保険証の廃止に伴い、個

人識別符号番号として被保険者番号等を規定、及び運転免許情報の

記録の番号を個人識別符号に加えるなど、必要な事項を定めるもの

で、併せて文言調整並びに文言の見直しを行うものであります。 

 この訓令の施行期日は、附則第１項第１号から第３号の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める日から施行となります。 
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 第１号は、公表の日からとするもので、第５条第２項及び第８条

第８項並びに第１１条の見出しの改正規定であります。 

 第２号は、マイナンバー法等の一部を改正する法律の附則第１条

第２号に掲げる規定の施行の日である令和６年１２月２日とするも

ので、第３条第６号から第８号まで、第１１号及び第１４号並びに

第１０条第１項第１号並びに様式第１号、様式第１０号及び様式第

１６号の改正規定並びに経過措置である附則第２項及び第３項であ

ります。 

 第３号は、道路交通法の一部を改正する法律附則第１条第４号に

掲げる規定の施行の日である令和７年３月２４日とするもので、第

３条第１０号の改正規定であります。 

 なお、全国町村議会議長会から当条例施行規程例の一部改正につ

いて通知があり、この例に倣い改正するものであります。 

 何とぞ原案のとおり決定賜りますようお願い申し上げまして、提

案理由といたします。 

 

 松林議長  以上で提案理由の説明を終わります。 

 

議案の付託 松林議長  日程第７、予算特別委員会の設置及び議案の付託についてお諮り

します。 

 議案第３５号、令和７年度おいらせ町一般会計予算についてから

議案第４１号、令和７年度おいらせ町下水道事業会計予算について

までの７議案については、全議員をもって構成する予算特別委員会

を設置し、これを付託して審査することにしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３５号から議案第４１号までの７議案については、

全議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これを付託して

審査することに決定いたしました。 

 

予算特別委

員長・副委

員長の互選 

松林議長  次に、予算特別委員会委員長及び副委員長の互選についてですが、

慣例により本会議で行います。 

 このことについて、先般、開催されました議会運営委員会におい
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て、産業民生常任委員会委員長と同副委員長が当たることとして話

合いが行われましたので、この方法によって互選したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 予算特別委員会の委員長には、産業民生常任委員会委員長である

平野敏彦議員、副委員長には、同副委員長である佐々木勝議員を選

任することにご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、委員長に平野敏彦議員が、副委員長に佐々木勝議員が選

任されました。 

 

日程終了の 

告知 

 

松林議長  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 以上で本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

松林議長  １０日月曜日は午前１０時から本会議を開き、一般質問を行いま

す。 

 

散会宣告 

 

松林議長  本日は、これで散会いたします。 

 

  （散会時刻 午前１１時４２分） 

 

 事務局長 

（佐々木拓仁君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 
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